
 

「 別紙 ２ 」 （ 表面 ） 
 

 

健康保険組合におい ては 、  遺族からの診療報 酬明細 書等の開示依頼 があった場合、 被 保険者

等 の生前の意 思や名 誉との関係で 問題が生じるおそ れ がないか 等を確認した う えで 開示しているとこ 

ろ で あります。  

「診療報酬明 細書等開 示依頼 書 」 を 提出さ れる方は、 あ ら か じめ、 こ の「お知ら せ 」 を ご 覧い ただき、

必要 書類等を ご持参のう え 、 手続き されるよ う お 願いします。  
 
１．開 示依頼が できる 方 

開示依頼が できる のは、次の いずれか に該当 される方 に限り ます。  

(1) 被 保 険 者 及び被 扶養 者が 死亡し てい る場 合は、 当該 被保 険者及 び被 扶養 者の父 母、 配

偶者 若しくは 子又は こ れ らに準 ずる者（ 祖父母 、孫）  
(2) (1)の方が未 成年者 又は成年 被後見 人の場合に おける法 定代理 人 
(3) (1)の方から診療報酬明細書等の開示依頼をすることにつき委任を受けた代理人（任
意代理人） 

 
２．開 示依頼に 当たっ て必要な 書類等  

健康保険組合へは、 必ず、開 示依頼 をされる  方本人 が直接、 次の書類等 をご持 参のうえ 手

続きして 下さい 。 

(1) 診 療 報酬明 細書等の開示 依頼書（遺族用）  

(2) 開 示 依頼を 行う方の本人 確認が できる書 類（詳 細は裏面 のとお り）  

※ 窓口に おける 開示依頼 の手続 きが困難 な場合につ いては、 郵送に よる手続 きも 可能

です 。（ こ の 場合の開 示にか かる文書の 送料は必要となります 。） 
 
３．開 示依頼 を行う 方の本人 確認  

開 示依頼が できる のは上記１ の該当者 本人に 限ってお り 、ま た 、手続き 等に当た って 、

開示 依頼を 行う方本人 である ことを確 認する ため必要 書類の 提示を求めて ますが 、これ 

は、あく までも個人 のプラ イバシー を保護 する観点 から欠 かせないこと であり 、 ご理 解

をお願 いします。  
 
４．開 示依頼を 行う場 合の手数 料について  

 開示請求の手数料は、文書１件につき３００円が徴収 されま す。その他、コピー料として、Ａ

２文書１枚につき２０円、郵送を希望される場合は、郵送料（書留郵便、配達記録郵便）相当額を徴収さ

れます。 
 
５．保 険医療機 関への 照会及び 連絡  

診療報酬明細書等が医師 の個人 情 報 となる 場合につ いては 、遺族の 同意が 得られていれ 

ば、 開示 について の意見を保 険医療 機関等に 照会を 行うこと として おります。  

また診療情報明細書等が 医師の 個 人 情報と ならない 場合に ついては 、遺族 の同意が得ら れ

て いれ ば、開示 した旨のお 知らせ を行うこ ととし ておりま す。  

なお、 同意が得 られて い な い場合 で診療情報明細書等が医 師の個人 情報と なるときは、 

不開 示決 定される こととなり ます。  
 
６ ． 診療内 容 に 係わる照 会 

健康保険組合で は、診療内 容につい ての照 会に対し てはお こたえで きませんの でご了 承く

ださ い。  
 

７．開 示（交付 ）の事 務処理  

(1) 開 示 依頼書 を受理した日 から開 示（交付 ）まで の所要日 数は、 当該診療報 酬明細 書 等

の抽 出作業、 保険医 療 機 関等への 事前確 認等のた め１カ 月程度要 します。  

(2) 開示（交 付）方 法について は 、「 診 療報酬明 細書等 開示依頼 書」で 指定され た方 法によ 

り交付し ます。 な お 、郵送 による交 付を希 望された 場合に は、通常郵便 で「親展 」扱い

に よる送 付 と なりま す。  
 
８．そ の他  

(1) 診 療 報酬明 細書等は、保 険医療 機関等が 保険診 療に要し た費用 を保険請求 するた め

に、 一定の基 準に従 っ て 記載さ れるもの であり 、保険診 療外の ものなど必ず しも 診療内 

容の全て が記載 さ れ ている ものでは ないこ とをご理 解願い ます。  

(2) 開 示 するこ とによって、 被保険 者等の生 前の意 思や名誉 との関 係で問題が あるお それ

が あると判 断され た 診 療報酬 明細書等 は、開 示できま せんの でご理解をお 願い します 。 
(3) 開示依頼 があっ た診療報酬 明細書等 につい て、何ら かの事 情により その存在が 確 認で
き ない場合 には、 ご 依 頼にお こたえで きない ことをご 了承願 います。  

診療 報酬明 細書等 の開示 依頼を され る方へ のお知ら せ（ 遺 族用 ） 



 

  

 
 

「診療報酬明細書等の開示依頼書」を提出の際 

（裏面） 

開示を依頼される方の本人確認に必要な書類 
 

 

健康保険被保険者証（遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証）、

年金手帳（基礎年金番号通知書）、年金証書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、共

済組合員証、外国人登 録証明書、住民基本台帳カード（住所が記載されているものに限

る）、共済年金証書、恩給証書、旅券（パスポート）等請求書に記載された氏名、住所

（居所）が同一であることを確認できるもの 
 

 

【上記以外に必要な書類】 
 

 

開示依頼をされる方が、遺族の場合（父母、配偶者、子、祖父母、孫）  

 
 

※ 遺族の場合は、上記１、２のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実及びその遺族であることが確認

できる次のいずれかの書類 

（開示依頼をする日前３０日以内に作成されたものに限る） 

 

(1) 戸籍謄本 (抄本) (2) 住民票 (除票)      (3) 死亡診断書 

 
 

 

開示依頼をされる方が、遺族でかつ未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合 

 

 

※ 遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示を依頼される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年

後見人であることを確認できる次のいずれかの書類（開示依頼をする日前３０日以内に作成されたものに限る） 

   

(1) 戸籍謄本(抄本)    (2) 住 民 票    (3) 登記事項証明書    (4) 家庭裁判所の証明書 

(5) その他法定代理人関係を確認し得る書類 

 

※ 遺族の法定代理人の場合は、上記のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実及びその遺族であることが

確認できる次のいずれかの書類（開示依頼をする日前３０日以内に作成されたものに限る） 

 

(1) 戸籍謄本(抄本)  (2) 住民票(除票) (3) 死亡診断書 

 

 

開示依頼をされる方が、遺族が開示依頼をすることにつき委任をした代理人（任意代理人）の場合 

 

 

※ 任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれかの書類（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限

る）の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認すること。 

ア．遺族の署名・押印のあるレセプト開示にかかる「委任状」 

イ．委任状に押印された印の印鑑登録証明 

 

○ 郵送により開示依頼を行う場合については、上記書類の写しに加え、住民票の写し又は外国人登録原票の写し

（開示請求する日前３０日以内に作成されたものに限る）を提出していただくことにより確認することとなりま

す。  
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